
 

 

 

                        

 

 

 

夏休みの生活について 

暑い日が続いています。こまめに飲水をしながらグラウンドで体を動かしていますが、家に帰るとグッタリしてし

まいます。特に運動部の皆さんは、日頃から食事と睡眠をしっかりとり、熱中症にはくれぐれも気をつけてください。 

補習等もありますが、これから夏休みに入ります。これまでの生活を振り返りながら今後の目標を設定し、自ら

の進路実現につながる主体的な生活を送ってください。 

さて、今年度に入り、自転車どうしの接触事故、自転車と車との接触事故が発生しました。 

いずれも通学途中で、以前から注意していた場所での事故です。遠方からの通学や自転車通学の割合が増

えていることもあり、全校生を対象に JAF の交通安全講話を実施し、１年次については兵庫県警の交通安全ア

クションプランにも参加していますが、学校全体で交通安全に対する意識を高めていきましょう。 

特に学校から離れた通行区分の決まっていない道路では気持ちも緩みがちです。どんなときでも、自らの命

を守り、他者への思いやりをもった運転を心がけて下さい。 

以下、長期休業中の注意点です。 

 

１．自覚のある行動  

・マナーについて 

…マスクを着用し、咳エチケットを守るなど、感染予防に努めること。但し、屋外で距離が確保されている場

合は、熱中症予防のためマスクを外すこと。 

・服装について 

…先日の生徒会役員選挙の際に連絡をしましたが、この夏季休業期間より、部活動での休日の登下校の服 

装についてはチームウェア・体操服など、本校生徒とわかるものであれば、可とします。補習期間について 

は、制服着用とします。  

＊なお、教室によってはエアコンの風が直接あたるなど、やや寒く感じることもあるので、担当の先生に申し 

出て、ベスト又はセーター・カーディガンを着用しても構いません。 

・下校時刻について 

…部活動では顧問の指示に従い行動し、18:00完全下校を守ること。 

 

 

 

・外出について 

…不要不急の外出を控え、家庭学習など自分の時間を有効に活用すること。換気が悪く、人が密に集まっ 

て過ごすような空間に集団で集まるのは避けること。 

・携帯電話・スマホの使用…校内での使用は原則禁止。緊急時など教員の許可を得て使用可。節度のある使 

用を心がけ、ＳＮＳによる誹謗・中傷、または画像・動画の拡散等、迷惑行為禁止。 

＊被害を受けたときは保護者・学校に相談すること。 

 

２．自転車のマナー 〔守りましょう！自転車安全利用五則〕～兵庫県安全対策委員会パンフレットより～ 

① 自転車は、車道が原則、歩道は例外 

② 車道は左側を通行 

③ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

④ 安全ルールを守る（違反した場合、全てに罰則、罰金が科せられます）。 

・傘差し・携帯電話の操作・ヘッドホンの着用・二人乗り・並進の禁止 

・夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認  

⑤ 子ども（13歳未満）はヘルメットを着用 

 

7 月 15 日（金）～7 月 24 日（日）は夏の交通事故防止運動期間です。自転車の運転には十分気をつけまし

ょう（スピードの出し過ぎ・並走・スマホを見ながらの運転等禁止）。また、思わぬ事故に巻き込まれないように、

歩行中も周囲の状況をよく見ておいてください。 

 

３．旅行・アルバイト・教習所 

・旅行届は担任、学割申請は事務室です。余裕をもって早めに提出すること。 

・長期にわたり外出をする場合は、担任に連絡先等を届けること。 

・無断アルバイトは禁止です。家計の急変などやむを得ずアルバイトを必要とする場合はあらかじめ保護者・担 

任と十分に相談すること。 

・３年次以降の自動車免許取得については以下の申し合わせ事項があります。 特別な事情により取得の必要

がある場合は、担任を通じて生徒指導部に申し出ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和３年度丹有地区高等学校 生徒指導上の申し合わせ事項について 

   １ 自動車教習所 

           就職内定者  10月 1日以降 入所可 （要：学校長の許可） 

           卒業見込み者   2月 1日以降 入所可 （要：学校長の許可） 

           免許取得    卒業式以降 

家鴨のすゝめ  

       生徒指導部だより  夏休み号 

令和４年 7月 15日 

 

 

三田祥雲館高校 

生徒指導部 発行 

泳ぐくーも 



４．その他 

・５月に実施したいじめアンケートでは、いじめに関する記載はありませんでしたが、人間関係での悩みや不信・ 

不満等は自分一人で抱え込まず、身近な人に相談すること。 

・休業期間中に、生徒本人あるいは家族に発熱等症状があり受診した場合は、学校（年次主任、担任）に連絡 

すること。 

・不審者に遭遇した、あるいはしそうになった場合、その場ですぐに警察に連絡を取ること。（事後、担任に連絡 

すること。） 

 

 

祥雲祭、無事終わりました！ 

 ６月１７日（金）１８日（土）の祥雲祭が無事終了しました。今年度の祥雲祭のテーマは、展示や発表を通じて

それぞれの style を見せるという意味をこめて、「show oｗn style」でした。昨年度と同様、感染症対策のため

様々な制約がある中での開催となりましたが、１年次では合唱を実施、また、保護者の来場を一部認めるなど、

少しずつ元の姿を取り戻す中で、活気ある祥雲祭となりました。 

各年次においても、１年次は、講義棟中庭にそれぞれのクラスカラーの傘を空中に吊るした「アンブレラスカ

イ」を、２年次は、正門から大講義棟、それに渡り廊下にいたるまで、来校者を歓迎する華やかなバルーンアー

トや趣向を凝らしたクラス展示を行ないました。また、３年次は各クラスが映像とステージの演技をおりまぜ、見

応えのある劇を披露しました。 

準備期間は例年に比べて少なかったものの、各年次とも祥雲祭当日に向けて、クラス・年次がよく協力して

取り組んでいたと思います。模擬店ができないなどまだまだ制約はあるものの、心地よい天気の中、祥雲祭の盛

り上がりを十分に感じられた２日間でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャリティ Tシャツの販売 

昨年度に引き続き、上野ヶ原特別支援学校との共同事業でチャリティ T シャツを作成しました。美術部員を

はじめ、両校の生徒・先生による海の生き物の作品を合わせ、「Peaｃe」のイラストにしました。 

今年度は短時間ではあったものの、特別支援学校の生徒や本校育友会の方々、それに２年次の探究講座

（人文）の５名の生徒で販売を行い、女子サッカー部員が校内の案内を行なうことができました。育友会の方を

通じて引き続き販売を行ない、売り上げはウクライナの復興支援にあてる予定です。こうした交流を通じて、特

別支援教育への理解が進み、同じ地域の一員として地域の活性化に貢献できればと考えています。 

 

 

ひょうごっ子悩み相談 

0120－0－78310（なやみ言おう） 

いのちの電話 

0120-783-556（なやみこころ） 

  緊急連絡先    学校 079-560-6080 

平日 8:20～16:50（土日を除く） 

＊なお、8月１５日（月）は学校閉庁日になります 


